
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
◆法定雇用率が令和８年に 2.7％に 

 令和５年度より、「障害者の雇用の促進等に関する

法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を

改正する政令（令和５年政令第 44号）」などの公布に

より、障害者の法定雇用率が引き上げられることにな

りました。 

 民間企業の法定雇用率は、令和５年度は現行の

2.3％のまま据え置きとなり、令和６年４月に 2.5％、

令和８年７月に 2.7％に段階的に引き上げられること

になります。つまり、現在、従業員を 43.5 人以上雇用

している事業主は、障害者を１人以上雇用しなければ

なりませんが、令和６年４月からは 40人以上、令和８

年７月からは 37.5 人以上に１人の割合で障害者の雇

用が義務付けられることになります。 

 また、障害者を雇用しなければならない事業主は、

毎年６月１日時点での障害者雇用状況をハローワー

クへ報告、障害者雇用推進者を選任（努力義務）する

必要があります。 

 

◆除外率は 10％引下げに 

 障害者の雇用が一般的に難しい業種について、雇用

義務の軽減を認める「除外率制度」は、令和７年４月

からはそれぞれ 10 ポイント引き下げられます。除外

率設定業種としては、貨物運送取扱業、道路貨物運送

業、道路旅客運送業、警備業、建設業・湾港運送業、

医療業、高等教育機関、鉄鋼業、金属鉱業、児童福祉

事業、特別支援学校、小学校、幼稚園、幼保連携型認

定こども園等があります。 

 

◆障害者の算定方法が変更 

 週所定労働時間が 20時間以上 30時間未満の短時間

で働く精神障害者については、当分の間、雇用率上、

雇入れからの期間等に関係なく、１カウントとして算

定できるようになります。また、令和６年４月からは、

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害

者、重度身体障害者および重度知的障害者について、

雇用率上、0.5 カウントとして算定できるようになり

ます。 

 

 その他、障害者雇用のための事業主支援の強化のた

めに、雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢

に伴う課題に対応する助成金の新設や、既存の障害者

雇用関係の助成金の拡充が予定されています。 

 
【厚生労働省リーフレット「障害者の法定雇用率引上げ

と支援策の強化について」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf 

 
 

 
 
令和５年４月１日から、労働者が同意した場合には

賃金のデジタル払いが認められることになりました。

導入の際は以下の点に留意しましょう。 

 

◆今後の流れ 

① 2023 年４月～……資金移動業者が厚生労働大臣

に指定申請、厚生労働省で審査（数か月かかる見込

み） 

② 大臣指定後……各事業場で労使協定を締結 

③ 労使協定締結後……個々の労働者に説明し、労働
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者が同意した場合には賃金のデジタル払い開始 

 

◆事前の協定締結が必須です 

賃金のデジタル払いを事業所に導入するには、まず

は、雇用主と労働者で労使協定の締結が必要です。そ

の上で、雇用主は以下の事項を労働者に説明し、労働

者の項別の同意を得る必要があります。 

・受け取り額は適切に設定を 

指定資金移動業者口座は、「預金」をするためでは

なく、支払いや送金に用いるためのものであることを

理解の上、支払いなどに使う見込みの額を受け取るよ

うにしてください。また、受け取り額は、１日当たり

の払出上限額以下の額とする必要があります。 

・口座の上限額は 100 万円 

口座の上限額は 100 万円以下に設定されています。

上限額を超えた場合は、あらかじめ労働者が指定した

銀行口座などに自動的に出金されます。この際の手数

料は労働者の負担となる可能性がありますので、指定

資金移動業者にご確認ください。 

・口座残高の現金化も可能（月１回は口座からの払い

出し手数料なし） 

ＡＴＭや銀行口座などへの出金により、口座残高を

現金化（払出し）することもできます。少なくとも毎

月１回は労働者の手数料負担なく指定資金移動業者

口座から払い出しができます。払出方法や手数料は指

定資金移動業者により異なります。 

・口座残高の払戻し期限は少なくとも 10 年間 

口座残高については、最後の入出金日から少なくと

も 10 年間は、申し出などにより払戻してもらうこと

ができます。 

 
【厚生労働省「賃金のデジタル払いが可能になります！」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.

pdf 

 
 

 
 
10 日 
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 
［公共職業安定所］ 
 

17 日 
○ 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出

［市区町村］ 
 

5 月 1 日 

○ 預金管理状況報告の提出［労働基準監督署］ 
○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、１月～

３月分＞［労働基準監督署］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 
［公共職業安定所］ 

○ 公益法人等の法人住民税均等割の申告納付［都道

府県・市町村］ 
○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 1 期＞［郵便

局または銀行］ 
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 
 

・土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期

間 
（4 月 1 日から 20 日または第 1 期目の納期限までの

いずれか遅い日以降の日までの期間） 
 
 

～当事務所よりひと言～ 
いつもお世話になり、誠にありがとうございます。 
 
令和５年４月に実施される厚生労働省関係の主な

制度変更についてお知らせします。 
 
★出産育児一時金の支給額の引き上げ・・４２万円

⇒５０万円に引き上げる 
★月６０時間を超える時間外労働の割増賃金率の

引き上げ・・割増賃金率を２５％⇒５０％に引き

上げ 
★賃金のデジタル払い制度の開始・・従来から認め

られていた銀行口座等に加え、厚生労働省が指定

する資金移動業者の口座への賃金支払を認める 
★雇用保険料率の変更 
★新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管

理措置の適用期間の延長・・令和５年９月３０日

まで延長 
★児童扶養手当の手当額引き上げ・・本体額： 

43,070 円⇒44,140 円など 
★国民年金保険料の改定・・令和５年度の保険料額

16,520 円 
 
３月２９日の新着情報に上記以外の変更情報も記

載されています。ぜひご確認ください。 
 
 

4 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


